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問
被
爆
70
年
を
迎
え
、
過

去
の
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い

た
め
に
、
原
爆
の
実
相
・
戦

争
の
現
実
を
継
承
す
る
こ
と

が
重
要
だ
が
、
小
中
学
校
で

の
平
和
教
育
の
計
画
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

答
本
県
は
人
類
史
上
最
初

の
被
爆
県
で
あ
り
、
か
つ
世

界
平
和
を
発
信
す
る
拠
点
と

し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
平

和
の
大
切
さ
を
考
え
て
活
動

で
き
る
実
践
意
欲
や
態
度
に

つ
な
が
る
内
容
を
工
夫
す

る
。

❶
平
和
公
園
・
原
爆
資
料
館

学
習
は
、
小
学
校
22
校
中
18

校
・
中
学
校
10
校
中
２
校
が

計
画
。

❷
被
爆
体
験
や
戦
時
中
の
暮

ら
し
・
戦
場
体
験
な
ど
を
体

験
者
か
ら
聴
く
学
習
は
、
小

学
校
４
校
・
中
学
校
１
校
が

計
画
。

❸
大
久
野
島
へ
の
訪
問
は
、

小
中
各
１
校
。
長
崎
訪
問

は
、
中
学
校
２
校
。
大
久
野

島
・
ナ
ガ
サ
キ
・
オ
キ
ナ
ワ
・

興
安
丸
な
ど
の
学
習
は
、
教

科
等
学
習
や
総
合
的
な
学
習

の
中
で
被
爆
や
戦
争
の
実
相

に
関
す
る
資
料
な
ど
を
も
と

に
、
学
習
を
行
う
こ
と
を
計

画
。

❹
児
童
会
・
生
徒
会
主
催
平

和
集
会
は
、
小
中
各
７
校
が

計
画
。

問
今
年
度
計
画
し
て
い
な

い
学
校
は
ど
う
す
る
の
か
。

答
小
規
模
校
の
た
め
隔
年

で
実
施
す
る
計
画
で
あ
る
。

問
三
原
市
戦
没
者
原
爆
死

没
者
追
悼
式
並
び
に
平
和
祈

念
式
典
の
児
童
・
生
徒
作
文

を
活
用
し
た
ら
ど
う
か
。

答
学
校
へ
の
配
布
や
教
育

委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
す
る
な
ど
検
討
す
る
。

児
童
生
徒
が
学
校
を

休
ん
だ
時
の
対
応
に

つ
い
て

問
社
会
は
、
全
て
の
子
に

光
が
あ
た
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
心
を
つ
な
ぐ
た
め
に

一
日
で
も
休
ん
だ
ら
家
庭
訪

問
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て

は
ど
う
か
。

答
「
い
つ
も
あ
な
た
を
大

切
に
し
て
い
る
」「
心
配
を

し
て
い
る
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
常
に
発
す
る
こ
と

の
大
切
さ
を
す
べ
て
の
学
校

で
共
有
化
し
て
進
め
る
。

問
欠
席
即
家
庭
訪
問
が
当

た
り
前
で
は
な
い
今
の
学
校

で
共
有
化
で
き
る
の
か
。

答
学
年
あ
る
い
は
学
校
全

体
の
課
題
と
し
て
組
織
的
に

取
り
組
む
。
学
校
間
で
の
情

報
交
流
を
一
層
進
め
る
。

問
時
間
的
に
家
庭
訪
問
が

で
き
な
い
と
い
う
実
態
に
あ

る
が
ど
う
す
る
の
か
。

答
指
導
要
録
の
電
子
化
等

の
業
務
改
善
な
ど
に
よ
り
、

子
供
た
ち
に
向
き
合
う
時
間

を
確
保
で
き
る
よ
う
環
境
づ

く
り
に
取
り
組
む
。

小
中
学
校
で
の
「
平
和
教
育
」

亀か
め
山や
ま 

弘ひ
ろ
道み
ち 

議
員

平成27年６月定例会

一般質問 市政を問う

HPアドレス�http://www.city.mihara.hiroshima.jp�→�市議会�→�会議録検索

　今定例会では６月 23日、24日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちま
した。
　その主な内容を、紙面の都合上、１人２項目以内に要約して掲載しました。
　掲載事項は、発言議員本人からの寄稿によるものです。

　詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、
三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので
ご覧ください。（会議録の製本には、議会終了後おおむね３カ月を要します。）

戦後、引揚船として多くの人を
運んだ興安丸の錨

いかり

（三原港）



6

問
平
成
25
年
法
律
第
65
号

で
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る

法
律
」
が
制
定
を
さ
れ
た
。

❶
こ
の
法
律
の
実
施
に
対
応

す
る
た
め
、
現
在
ど
の
程
度

準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る

か
。

❷
第
３
条
で
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
の
責
務
と
し
て
、

「
必
要
な
施
策
を
策
定
し
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
本
市
と

し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
必

要
な
の
か
。

❸
同
じ
く
第
３
条
で
、
策
定

し
た
も
の
を
実
施
す
る
と
述

べ
て
い
る
が
、
実
施
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
予
算
化
し

て
い
く
の
か
。

❹
こ
の
法
律
は
、
事
業
者
が

講
ず
べ
き
基
本
的
な
事
項
が

定
め
て
あ
る
。
事
業
者
へ
の

周
知
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の

か
。

❺
本
市
と
し
て
法
に
対
応
し

た
条
例
制
定
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
。

問
西
館
の
空
床
対
策
を
ど

う
進
め
、
活
性
化
へ
ど
う
つ

な
げ
て
い
く
の
か
。

答
１
階
の
ス
ー
パ
ー
部
分

の
活
用
に
つ
い
て
は
、
食
品

ス
ー
パ
ー
系
企
業
５
社
へ
、

出
店
の
打
診
を
し
て
き
た

が
、
現
状
で
は
出
店
に
結
び

つ
い
て
い
な
い
。

　
教
育
委
員
会
や
保
健
福
祉

課
部
分
は
、
新
庁
舎
へ
統
合

を
計
画
し
て
お
り
、
現
在
策

定
中
の
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
と
併
行
し
、
周
辺
の

公
共
施
設
の
再
配
置
先
の
候

補
と
し
て
検
討
し
て
い
く
。

問
西
館
の
空
床
対
策
は
い

つ
ご
ろ
ま
で
に
結
論
が
出
さ

れ
る
の
か
。

答
平
成
31
年
度
当
初
に
は

新
庁
舎
へ
の
移
転
が
始
ま
る

予
定
と
し
て
い
る
。
移
転
後

も
空
床
と
な
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
で
き
る
だ
け
早
く
方

針
を
示
せ
る
よ
う
努
め
る
。

問
東
館
跡
地
の
活
用
に
つ

い
て
、
市
民
の
意
見
を
ど
う

聴
き
、
反
映
を
す
る
の
か
。

　
ま
た
、
新
庁
舎
建
設
に
お

い
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

イ
ン
と
と
も
に
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
徹
底
を
要
望
す
る
。

答
こ
の
法
律
は
、
障
害
者

基
本
法
の
理
念
に
の
っ
と

り
、
障
害
を
理
由
と
す
る
権

利
侵
害
の
禁
止
、
社
会
的
障

壁
の
除
去
を
怠
る
こ
と
に
よ

る
権
利
侵
害
の
防
止
及
び
国

に
よ
る
啓
発
、
知
識
の
普
及

を
図
る
た
め
の
差
別
の
禁
止

に
係
る
基
本
原
則
を
具
体
化

す
る
法
律
だ
。

❶
本
市
と
し
て
は
、
現
段
階

に
お
い
て
、
障
害
者
支
援
に

関
係
す
る
団
体
等
で
構
成
さ

れ
る
地
域
自
立
支
援
協
議
会

に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
つ

い
て
情
報
収
集
と
学
習
を

行
っ
て
い
る
。

❷
基
本
方
針
は
、
環
境
の
整

備
、
相
談
及
び
紛
争
の
防
止

等
の
体
制
整
備
等
が
重
要
で

あ
る
。
本
市
で
は
、
第
４
期

三
原
市
障
害
者
プ
ラ
ン
を
策

定
し
、
障
害
者
の
権
利
擁
護

　
市
民
は
市
長
の
考
え
を
期

待
し
て
い
る
。

答
各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
や
新

聞
世
論
調
査
に
お
い
て
も
、

市
民
の
中
で
様
々
な
意
見
が

あ
り
、
市
民
の
思
い
を
す
べ

て
満
た
す
活
用
は
難
し
い
と

認
識
し
て
い
る
。
議
会
等
で

の
議
論
を
踏
ま
え
、
市
と
し

て
定
め
る
実
施
方
針
が
整
理

で
き
た
段
階
に
お
い
て
、
市

民
に
説
明
す
る
場
を
持
つ
こ

と
を
検
討
し
て
い
く
。

ご
み
の
不
法
投
棄

対
策
に
つ
い
て

問�

❶
本
市
の
環
境
白
書

の
、
苦
情
事
案
60
件
は
増
え

て
い
る
の
か
、
減
っ
て
い
る

の
か
。

❷
苦
情
事
案
の
調
査
、
改
善

の
取
り
組
み
は
。

❸
ご
み
一
掃
き
れ
い
な
ま
ち

づ
く
り
は
、
行
政
・
町
内
会

で
や
る
す
み
分
け
の
考
え
方

に
つ
い
て
。

❹
ご
み
が
ご
み
を
呼
ぶ
が
、

体
制
の
充
実
等
を
重
点
目
標

に
掲
げ
取
り
組
ん
で
い
く
。

❸
国
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て

必
要
な
施
策
は
、
関
係
す
る

団
体
、
保
護
者
団
体
等
か
ら

の
意
見
を
踏
ま
え
策
定
し
、

実
施
に
当
た
っ
て
必
要
な
時

点
で
予
算
化
し
て
い
く
。

❹
事
業
者
を
対
象
と
す
る
啓

発
に
つ
い
て
、
関
係
課
、
関

係
機
関
と
連
携
し
て
取
り
組

ん
で
い
く
。
市
民
に
対
し
て

も
市
広
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
活
用
す
る
な
ど
実
施
し

て
い
く
。
市
職
員
に
対
し
て

も
各
種
研
修
の
機
会
を
捉

え
、
障
害
や
障
害
者
に
関
す

る
一
層
の
理
解
の
促
進
を

図
っ
て
い
く
。

❺
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、

必
要
性
を
含
め
研
究
し
て
い

く
。

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
。

答
❶
苦
情
件
数
は
増
加
傾

向
に
あ
る
。

❷
住
民
か
ら
通
報
を
受
け
た

環
境
管
理
課
や
道
路
管
理
者

が
対
応
し
て
い
る
。
所
有
者

等
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、

警
察
に
捜
査
を
依
頼
し
て
い

る
。

❸
軽
微
な
も
の
は
個
人
・
地

域
で
対
応
。
悪
質
な
不
法
投

棄
は
警
察
へ
の
通
報
、
施
設

管
理
者
へ
相
談
を
。

❹
市
民
・
地
域
・
事
業
者
の

理
解
、
協
力
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
市
民
協
働
で
不
法
投

棄
を
さ
せ
な
い
き
れ
い
な
ま

ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
。

「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」
へ
の
対
応
は

駅
前
西
館
及
び
東
館
跡
地
の
活
用
に
つ
い
て

政ま
さ

平ひ
ら 

智と
も

春は
る 

議
員

高た
か
木き 

武た
け
子こ 

議
員

ゴミの不法投棄

一　　般　　質　　問一　　般　　質　　問
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る
に
は
画
像
検
査
が
必
要
で

あ
る
。

　
今
後
導
入
す
る
か
に
つ
い

て
は
、
厚
生
労
働
省
等
の
情

報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、

医
師
会
等
関
係
機
関
と
協
議

し
て
い
く
。

問
若
い
世
代
か
ら
胃
が
ん

を
無
く
そ
う
と
、
真
庭
市
・

高
槻
市
等
は
中
高
生
に
ピ
ロ

リ
菌
検
査
を
導
入
し
て
い
る

自
治
体
も
あ
る
。
自
分
の
胃

が
ん
リ
ス
ク
を
知
る
こ
と
は

大
切
で
あ
る
。
予
防
と
言
う

観
点
で
ピ
ロ
リ
菌
検
査
を
ど

う
捉
え
て
い
る
か
。

答
一
次
予
防
と

併
わ
せ
て
ピ
ロ
リ

菌
の
除
菌
治
療
を

行
う
こ
と
は
大
切

で
あ
る
。

職
員
採
用
試
験
の

年
齢
要
件
を
引
き

上
げ
る
べ
き

問
地
域
活
性
化

の
た
め
に
は
安
定

し
た
雇
用
の
創
出
が
必
要
で

あ
る
。
本
市
役
所
は
有
望
な

就
職
先
の
一
つ
で
あ
る
。

　
本
市
の
職
員
採
用
試
験
受

験
資
格
の
年
齢
要
件
は
25
歳

ま
で
で
あ
る
。
大
学
院
進
学

者
は
増
え
て
い
る
の
で
卒
業

時
に
は
24
～
26
歳
に
な
る
。

優
秀
な
人
材
を
排
除
し
て
し

ま
う
。

　
一
般
企
業
で
は
雇
用
対
策

法
で
年
齢
制
限
が
、
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
県
内
他
市
町
で

は
29
歳
～
33
歳
が
大
半
な
の

で
本
市
も
引
き
上
げ
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

答
職
員
の
年
齢
構
成
と
計

画
的
人
材
育
成
の
た
め
、
25

歳
ま
で
と
定
め
て
い
る
。

　
採
用
方
法
は
自
治
体
ご
と

に
環
境
や
求
め
る
要
素
が
異

な
る
の
で
比
較
で
き
な
い
。

問
三
原
城
に
関
わ
る
文
化

財
な
ど
を
、
市
内
外
の
方
々

が
所
有
し
て
お
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
を
、
築
城
４
５
０
年
事

業
の
一
環
と
し
て
公
開
し
て

は
ど
う
か
。

　
西
福
寺
に
は
、
狩
野
派
の

画
家
作
、
市
重
要
文
化
財
の

「
護ご

花か

鈴れ
い

図ず

・
並へ

い

笛て
き

図ず

」
二

面
一
幅
が
あ
る
。
ま
た
、
法

常
寺
に
は
、
隆
景
公
が
寄
進

し
た
「
聖せ

い

観か
ん

音の
ん

紫し

檀た
ん

仏ほ
と
け

」
と

い
う
仏
像
や
隆
景
公
愛
用
の

香こ
う

合ご
う

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
隆

景
公
の
木
造
坐
像
２
体
が
あ

る
。
米
山
寺
に
は
、
国
の
重

要
文
化
財
の
隆
景
公
の
肖
像

画
が
あ
り
、
宗
光
寺
に
も
肖

像
画
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
市
内
各
所
に

は
歴
史
的
財
産
が
あ
る
。
４

５
０
年
祭
に
あ
た
り
、
こ
れ

ら
を
市
民
は
も
と
よ
り
、
市

外
の
方
々
に
も
公
開
し
て
は

ど
う
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と

が
観
光
事
業
の
大
き
な
要
素

に
な
る
と
思
う
が
考
え
を
問

う
。

答
三
原
城
跡
に
関
し
て
、

聞
き
取
り
調
査
や
市
の
広
報

で
古
写
真
提
供
の
依
頼
な
ど

行
っ
て
い
る
が
、
隆
景
を
は

じ
め
と
し
た
歴
史
的
に
価
値

の
あ
る
文
化
財
な
ど
が
個
人

所
有
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
も
の
が
、
ま
だ
ま
だ
あ

る
。

　
埋
も
れ
た
ま
ま
の
三
原
の

歴
史
的
な
「
宝
」
を
堀
り

出
す
期
待
を
込
め
て
９
月

に
は
、「
三
原
市

の
文
化
財
展　

文

化
財
を
守
り
伝
え

る
」
企
画
展
を
開

催
す
る
。
ま
た
、

三
原
城
・
小
早
川

隆
景
に
関
す
る
資

料
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
調
査
を

行
い
、
歴
史
的
価

値
が
高
い
も
の
に

つ
い
て
、
文
化
財

保
護
審
議
会
委
員

を
は
じ
め
と
す
る

専
門
家
と
協
力
し

て
、
文
化
財
指
定

の
手
続
き
を
迅
速
に
進
め

る
。

問
法
常
寺
に
あ
る
隆
景
公

ゆ
か
り
の
仏
像
や
香
合
、
西

福
寺
に
あ
る
文
化
財
や
民
間

所
有
の
三
原
城
の
墨
絵
な

ど
、
文
化
財
と
し
て
の
専
門

的
な
調
査
を
行
っ
て
は
ど
う

か
。

答
法
常
寺
の
仏
像
や
香
合

な
ど
、
早
急
に
所
有
者
並
び

に
専
門
家
と
の
調
整
を
図

り
、
調
査
を
行
い
た
い
。

　
ま
た
、
西
福
寺
に
あ
る
文

化
財
関
係
や
三
原
城
の
墨
絵

な
ど
、
具
体
的
な
調
査
を
実

施
し
て
い
な
い
文
化
財
に
つ

い
て
も
、
聞
き
取
り
や
事
例

調
査
を
行
い
取
り
組
む
。

瀬
戸
内
三
原
４
５
０
年
事
業
に
つ
い
て

仁に

ノの

岡お
か 

範の
り
之ゆ
き 

議
員

問
統
計
で
は
３
人
に
１
人

は
が
ん
で
亡
く
な
り
、
が
ん

の
死
亡
原
因
の
２
位
が
胃
が

ん
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
胃
が
ん
対
策
が
大
変
重
要

で
あ
る
。

　
Ａ
Ｂ
Ｃ
検
診
は
ピ
ロ
リ
菌

の
持
続
感
染
に
よ
る
胃
粘
膜

の
萎
縮
度
を
調
べ
る
こ
と

で
、
胃
が
ん
に
な
る
危
険
度

を
Ａ
Ｂ
Ｃ
D
の
４
群
に
分
類

す
る
。

　
胃
が
ん
の
年
間
発
生
率
は

ピ
ロ
リ
菌
の
無
い
A
群
は
ほ

ぼ
０
だ
が
、
萎
縮
の
進
ん
だ

D
群
は
80
人
に
１
人
で
あ

る
。

　
Ａ
Ｂ
Ｃ
検
診
は
採
血
だ
け

で
行
え
る
。
胃
が
ん
を
含
め

た
消
化
器
の
病
の
発
生
を
抑

制
す
る
た
め
に
、
任
意
検
診

と
し
て
実
施
し
て
は
ど
う

か
。

答
本
市
は
今
年
度
か
ら
胃

が
ん
検
診
に
胃
カ
メ
ラ
検
査

を
導
入
し
た
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
検
査

は
胃
の
健
康
度
検
査
で
あ

り
、
胃
が
ん
の
有
無
を
調
べ

ピ
ロ
リ
菌
検
査
を
実
施
し
て
は
ど
う
か

萩は
ぎ　

 

由ゆ

美み

子こ 

議
員

隆景公が法常寺へ寄進したと伝わる香
こう

合
ごう

（香合とは香を収納するふた付の小さな容器です）
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問
本
市
は
駅
前
再
開
発
の

失
敗
に
こ
の
20
年
間
で
53
億

６
千
万
円
を
つ
ぎ
込
ん
で
き

た
。
東
館
跡
地
は
商
業
施
設

で
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が

歴
然
と
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
東
館
跡
地
は
歴
史
文
化

の
薫
る
公
園
・
広
場
と
し
て

活
用
し
て
は
ど
う
か
。

　
図
書
館
は
西
館
の
空
床
へ

入
れ
て
東
館
・
西
館
の
一
体

的
活
用
を
し
て
は
ど
う
か
。

答
駅
前
東
館
跡
地
に
、
に

ぎ
わ
い
の
施
設
整
備
を
と
い

う
市
民
意
見
も
多
い
。
現
状

で
は
、
跡
地
全
体
を
公
園
・

広
場
と
し
て
活
用
す
る
考
え

は
な
い
。

　
西
館
へ
の
図
書
館
移
転
は

考
え
て
い
な
い
。
西
館
１
階

は
食
品
販
売
を
行
う
店
舗
な

ど
打
診
し
た
い
。

問
公
民
に
よ
る
複
合
ビ
ル

で
な
ぜ
活
性
化
す
る
の
か
。

　
15
年
前
の
活
性
化
計
画
も

ハ
ー
ド
事
業
中
心
だ
っ
た
が

ど
う
総
括
し
た
の
か
。

問
平
成
28
年
１
月
１
日
か

ら
導
入
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
に
つ
い
て
問
う
。

答
こ
の
制
度
は
、
税
・
年

金
・
保
険
等
複
数
の
機
関
に

存
在
す
る
個
人
情
報
を
統
一

的
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
各

種
申
請
や
手
続
き
を
行
う
場

合
、
複
数
の
個
人
情
報
の
照

会
が
可
能
と
な
る
た
め
、
手

続
き
が
簡
素
化
さ
れ
る
。

問
こ
の
制
度
で
は
、
国
民

一
人
一
人
の
膨
大
な
個
人
情

報
が
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
日
本
年
金
機
構
の
不

正
ア
ク
セ
ス
情
報
漏
え
い
事

件
な
ど
か
ら
、
本
市
の
情
報

管
理
体
制
に
つ
い
て
問
う
。

答
こ
の
制
度
は
、
将
来
的

に
利
用
範
囲
も
拡
大
し
、
よ

り
個
人
の
様
々
な
情
報
と
結

び
つ
く
た
め
、
外
部
か
ら
狙

わ
れ
や
す
く
な
り
、
危
険
性

が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
国
に
お
い
て
は

制
度
面
と
シ
ス
テ
ム
面
の
両

方
か
ら
個
人
情
報
を
保
護
す

る
措
置
を
行
っ
て
お
り
、
本

　
新
た
な
リ
ス
ク
を
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

答
に
ぎ
わ
い
を
盛
り
上
げ

る
こ
と
が
今
一
番
大
事
な
こ

と
で
あ
る
。
民
間
事
業
者
の

撤
退
な
ど
の
リ
ス
ク
が
考
え

ら
れ
る
が
、
定
期
借
地
に
よ

る
リ
ス
ク
軽
減
と
と
も
に
、

今
後
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
業
務

の
中
で
精
査
し
た
い
。

事
業
系
ご
み
減
量
化

へ
の
対
策
強
化
を

問
本
市
の
事
業
系
ご
み
の

資
源
化
率
は
3.2
％
と
極
め
て

市
に
お
い
て
も
、
外
部
か
ら

の
不
正
ア
ク
セ
ス
に
つ
い

て
は
引
き
続
き
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム
で
対
応
す

る
と
と
も
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
扱
う
職
員
に
は
、
情

報
管
理
に
関
す
る
指
針
に
基

づ
き
管
理
を
徹
底
さ
せ
て
い

く
。空

家
対
策
特
別
措
置

法
に
つ
い
て

問
空
き
家
問
題
は
、
全
国

的
に
も
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
お
り
、
本
年
５
月
、
国
に

お
い
て
「
空
家
対
策
特
別
措

置
法
」（
以
下
、「
特
措
法
」

と
い
う
）
が
施
行
さ
れ
た
。

空
き
家
対
策
に
対
す
る
本
市

の
対
応
に
つ
い
て
問
う
。

答
地
域
住
民
の
生
命
・
身

体
・
財
産
な
ど
の
保
護
、
生

活
環
境
の
保
全
と
空
き
家
の

有
効
活
用
を
促
進
す
る
た

め
、
今
年
度
計
画
策
定
、
来

年
度
か
ら
実
施
す
る
。

問
特
措
法
に
基
づ
く
自
治

低
い
。
資
源
化
を
怠
っ
て
い

る
事
業
系
ご
み
の
野
放
し
状

態
で
は
際
限
な
く
大
き
な
炉

を
造
り
続
け
ね
ば
な
ら
な

い
。
現
状
と
対
策
に
つ
い
て

問
う
。

　
ま
た
、
清
掃
工
場
や
最
終

処
分
場
は
一
層
の
ご
み
減
量

化
と
再
資
源
化
で
延
命
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

答
排
出
事
業
者
に
協
力
要

請
や
指
導
を
行
っ
て
い
る
が

実
効
性
に
乏
し
い
状
況
だ
。

処
理
施
設
を
長
期
間
使
え
る

よ
う
、
適
切
な
管
理
と
と
も

に
ご
み
減
量
化
、
再
資
源
化

を
一
層
進
め
た
い
。

問
事
業
系
ご
み
の
業
種

別
、
種
類
別
の
実
態
調
査
や

抜
き
打
ち
検
査
も
必
要
で
は

な
い
か
。
最
終
処
分
場
の
延

命
策
と
し
て
埋
設
物
の
減
容

へ
の
国
の
補
助
制
度
も
あ
る

が
検
討
し
て
い
る
か
。

答
あ
る
程
度
の
実
態
調
査

を
実
施
し
、
抜
き
打
ち
検
査

も
取
り
組
む
。

　
最
終
処
分
場
建
設
は
高
額

に
な
る
の
で
、
現
在
の
処
分

地
の
再
生
の
検
討
も
必
要
と

考
え
て
い
る
。

■
そ
の
他
の
質
問
事
項

◦�

国
保
税
の
引
き
下
げ
を

◦�

憲
法
遵
守
の
教
科
書
採
択
を

体
の
権
限
等
に
つ
い
て
問

う
。

答
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で

建
築
基
準
法
の
範
囲
で
指
導

し
て
い
た
が
、
特
措
法
で
は

倒
壊
の
恐
れ
や
衛
生
上
の
問

題
の
あ
る
空
き
家
等
を
「
特

定
空
家
」
と
認
定
す
る
な

ど
、
空
き
家
対
策
に
対
す
る

権
限
や
指
針
が
示
さ
れ
た
。

主
な
も
の
は
、

❶
立
ち
入
り
調
査
権
。

❷
空
き
家
所
有
者
に
対
す
る

撤
去
や
修
繕
の
指
導
・
勧

告
・
命
令
。

❸
代
執
行
等
に
係
る
手
続
き

に
つ
い
て
の
指
針
。

❹
「
特
定
空
家
」
と
し
て
認

定
し
た
が
、
所
有
者
が
撤
去

等
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場

合
、
固
定
資
産
税
の
特
例
措

置
の
対
象
か
ら
外
し
、
更
地

と
同
様
の
課
税
措
置
と
な
る

等
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
情
報
管
理
に
つ
い
て

過
去
の
失
敗
を
生
か
し

三
原
駅
前
活
用
策
は
市
民
と
と
も
に

寺て
ら

田だ 

元も
と

子こ 

議
員

中な
か
村む
ら 

芳よ
し
雄お 

議
員

行政代執行（空き家の撤去）
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